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鳥取市営繕工事における週休２日工事実施要領 

 

１ 目的 

建設業では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手不足が大きな課題となっており、

建設現場における労働環境の改善が求められている。 

これを実現するための働き方改革における具体的な施策の一つとして、週休２日の確保に取組む工

事（以下「週休２日工事」という。）を実施することで、建設現場における労働環境を改善し、将来に

わたり持続可能な魅力ある産業とすることを目的とする。 

 本要領は、営繕工事における週休２日工事の実施にあたり必要な事項を定めるものである。 

 

２ 用語の定義 

(１)週休２日 

① 完全週休２日とは、対象期間の全ての週において、原則として、土曜日及び日曜日を現場閉所

（現場休息）日に指定し、２日以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

なお、土曜日または日曜日に現場作業を行う必要がある場合は、受発注者間で協議した上で、当

該曜日に代わる曜日を現場閉所（現場休息）日に指定できるものとする。 

② 月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所（現場休息）を

行ったと認められる状態をいう。 

③ 通期の週休２日とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認めら

れる状態をいう。 

(２)対象期間 

 工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始

６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、

発注者があらかじめ対象外としている期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は

含まない。 

 

【対象期間のイメージ】 

 

工事開始日 工事着手日 開始 終了 年末 年始 報告書提出 完成日 完成検査 

30 日前まで 

対象期間 工場制作 休暇 対象期間 対象期間 準備期間 

14 日以内 

実工期 

契約 

全体工期 

余裕期間 

6 カ月以内 
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(３)現場閉所 

休日の巡回パトロールや点検等を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場

事務所が閉所された状態をいう。 

(４)現場休息 

 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場や現

場事務所が閉所された状態をいう。 

 

【現場閉所（現場休息）のイメージ】 

工種 作業等の有無 現場の状態  工種 作業等の有無 現場の状態 

建築工事 なし 

現場閉所 

 建築工事 あり 作業日 

電気設備工事 なし  電気設備工事 なし 現場休息 

機械設備工事 なし  機械設備工事 なし 現場休息 

 

 

３ 週休２日の達成基準 

(１) 完全週休２日 

対象期間内の全ての週（原則として、土曜日から金曜日までの７日間とする。以下同じ。）ごとに現

場閉所（現場休息）日数が２日以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、対象期間の

日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休

息）を行っていれば、達成しているとみなす。 

(２) 月単位の週休２日 

対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数の割合（以下「現場閉所（現場休息）率」

という。）が 28.5％（８日／28 日）以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、暦上の

土曜日及び日曜日の日数の割合が 28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計

日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。 

(３) 通期の週休２日 

対象期間内の現場閉所（現場休息）率が 28.5％（８日／28 日）以上の水準に達している状態をい

う。 

 

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に

含めるものとする。 

 

４ 対象工事 

鳥取市が発注する原則全ての営繕工事に適用する。 

  ただし、発注者が施工条件等により対応が困難と判断した工事は対象外とすることができる。 

 

５ 発注方式 

次の①または②のいずれかによる方式を基本とし発注するものとする。ただし、学校教育施設、福
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祉保健施設、その他施設管理者との調整が困難と認められる施設は③により発注するものとする。 

なお、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、すべての工事について同一の方式を

選択する。 

① 週休２日Ⅰ型 

発注者が「完全週休２日」の達成を指定して受注者が取り組む方式。（月単位の週休２日及び通

期の週休２日は必須） 

② 週休２日Ⅱ型 

発注者が「月単位の週休２日」の達成を指定して受注者が取り組む方式。（通期の週休２日は必

須）なお、受注者が工事着手前に「完全週休２日」に取り組むことを発注者と協議した場合は、

「完全週休２日」に取り組むことができる。 

③ 受注者希望方式 

受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日または月単位の週休２日に取り組む旨を協

議したうえで取り組む方式。 

 

６ 現場閉所（現場休息）の確保 

(１)現場閉所（現場休息）の確認 

① 工事着手前 

 受注者は、対象期間における「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した「実施工程表」を監督

職員へ提出し、完全週休２日、月単位の週休２日または通期の週休２日が確保されていることの

確認を受ける。 

 「対象期間」の設定は、工事着手日及び対象外とする期間を反映させたものとする。 

 分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進ちょくに影響 

 が出ないよう現場休息の予定日を調整しながら「実施工程表」を作成する。 

② 工事着手後 

 受注者は、工程計画の見直し等が生じた場合、その都度現場閉所（現場休息）の予定日を記載し

た｢実施工程表｣を監督職員へ提出し確認を受ける。なお、「実施工程表」の修正に当たっては、

受注者間で調整を行う。 

 受注者は、「休日等取得実績報告書｣（別紙：様式１）に現場閉所（現場休息）の日を記載し、毎

月の履行報告と併せて監督職員に提出する。 

 監督職員は、受注者が作成する現場閉所（現場休息）の日が記載された「休日等取得実績報告書」

により、定期的に対象期間内の現場休息率を確認する。 

③ 工事完成時 

 受注者は、計画書に基づく休日等の取得実績（対象期間末期の見込みを含む）が確認できる「休

日等取得実績報告書」を作成し、監督職員へ工事完成通知の提出 30日前までに提出する。 

④ その他 

 現場閉所（現場休息）の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等による事務負担が増大しな

いよう、既存の書類の活用に努める。 

 監督職員は、現場閉所（現場休息）の前日など、現場閉所（現場休息）中の作業が発生するよう
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な指示等を行わないよう配慮する。 

(２)週休２日工事の見える化 

 受注者は、週休２日工事である旨を仮囲い等の外部から見やすい位置に表示する。 

表示の例 

 
 

週休２日工事 
 

工事名：●●工事 
 
この工事は、建設現場における労働環境を改善するため、
週休２日の確保に取り組んでいます。 
 

発注者：鳥取市 
受注者：●●建設 
 

※大きさは A3 サイズ以上とする。 

 

(３)適切な工期の確保 

 発注者は、公共建築工事における工期設定の基本的考え方等に基づき、養生期間や設備工事に必要な

施工期間の確保を念頭に置き、適正な工期を設定する。 

新営工事においては、（一社）日本建設業連合会の｢建築工事適正工期算定プログラム｣等を活用する。 

 

７ 工事費の補正等 

(１)単価の補正方法 

以下の①若しくは②の現場閉所（現場休息）の実績に応じて、労務費（予定価格のもととなる工事費

の積算に用いる複合単価、市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）並びに単位施

工単価の労務費）及び現場管理費（①の場合のみ）を補正する。 

① 完全週休２日工事（週休２日Ⅰ型） 

労務費   1.02 

現場管理費 1.01 

② 月単位の週休２日工事（週休２日Ⅱ型） 

労務費   1.02 

ア 複合単価 

 複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に①若しくは②の労務費に係る補正係数を乗じて

補正する。 

 なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様とする。 

イ 市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格 

 市場単価1及び補正市場単価2は、①若しくは②の労務費に係る補正係数から算出した表－１、表

－２及び表－３の補正率を用いて、以下の式により補正する。 

【新営工事、全館無人改修の場合】 

 
1 市場単価とは、建築施工単価（（一財）経済調査会発行）及び建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）に掲載さ

れている「建築工事市場単価」をいう。 
2 補正市場単価とは、市場単価を補正して算出する単価をいう。 
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・市場単価   × 新営補正率 

・補正市場単価 × 新営補正率 

【執務並行改修の場合】 

・市場単価   × 改修補正率 

・補正市場単価 × 改修補正率 

【補足】 

週休２日工事における執務並行改修の基準補正単価は、鳥取市公共建築工事積算基準Ⅴ積算基準

等資料第３編第１章８(３)イ.基準補正単価の表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１の「市場単価及び補

正市場単価改修補正率」によらず、表－１、表－２及び表－３の改修補正率を用いて、上記の式によ

り補正する。 

 

物価資料の掲載価格3（市場単価以外の材工単価）は、以下の式により補正する。 

【新営工事、全館無人改修の場合】 

・物価資料の掲載価格× 新営補正率 

【執務並行改修の場合】 

・物価資料の掲載価格× 改修補正率 

ウ 単位施工単価 

ベース単価については、複合単価の方法により算定することとなっており、この複合単価に含

まれる労務単価に７（１）②の補正係数を乗じて算定する。 

シフト単価については、以下の式のとおり補正して算定する。 

補正単位施工単価は、これら補正をした単位施工単価により算出する。 

【工事場所が物価資料の掲載都市の場合】 

【工事場所が物価資料の掲載都市ではない場合】 

                                            

(２)積算及び変更方法 

① 積算方法 

ア 週休２日Ⅰ型 

 「完全週休２日」の達成を前提に、（１）①の補正係数により労務費及び現場管理費を補正し工

事費を積算して予定価格を作成する。 

イ 週休２日Ⅱ型 

 
3 物価資料の掲載価格とは、建築施工単価（（一財）経済調査会発行）及び建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発

行）に掲載されている「市場単価以外の材工単価」をいう。 

 

週休２日補正後
のシフト単価 

 

＝

 
工事場所の材料単価、要領の
補正係数を乗じた労務単価を

用い算定したベース単価 

 

× 

物価資料掲載の同一規格・仕様、工事
場所の都市のシフト単価 

物価資料掲載の同一規格、仕様、工事
場所の都市のベース単価 

 

週休２日補正後
のシフト単価 

 

＝

 
工事場所の材料単価、要領の
補正係数を乗じた労務単価を

用い算定したベース単価 

 

× 

物価資料掲載の同一規格・仕様、地区
を包括する代表都市のシフト単価 

物価資料掲載の同一規格、仕様、地区
を包括する代表都市のシフト単価 
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 「月単位の週休２日」の達成を前提に、（１）②の補正係数により労務費を補正して工事費を積

算して予定価格を作成する。 

ウ 受注者希望方式 

労務費を補正せず工事費を積算して予定価格を作成する。 

② 変更方法 

ア 週休２日Ⅰ型 

 現場閉所（現場休息）の達成状況を確認した結果、「完全週休２日」が未達成の場合は、補正係

数を（１）②に変更し、「月単位の週休２日」が未達成の場合は、補正係数を除し、請負代金額の

うち補正分を減額変更する。 

 また、「完全週休２日」を希望しない場合も同様に減額変更する。 

なお、契約変更においては、契約書第 24 条の規定に基づき行うものとする。 

イ 週休２日Ⅱ型 

 受注者が工事着手前に「完全週休２日」の取組を希望し、協議した上で、「完全週休２日」が達

成できた場合は、（１）①の補正係数により現場管理費を補正して増額変更を行う。 

 現場閉所（現場休息）の達成状況を確認した結果、「月単位の週休２日」が未達成の場合、また

は工事着手前に受注者が「月単位の週休２日」の取組を希望しない場合は、（１）②の補正係数を

除し、請負代金額のうち労務費の補正分を減額変更する。 

 なお、契約変更においては、契約書第 24条の規定に基づき行うものとする。 

ウ 受注者希望方式 

現場閉所（現場休息）の状況を確認後、「完全週休２日」が達成されている場合、（１）①の補正

係数により労務費及び現場管理費を補正して増額変更を行う。「月単位の週休２日」が達成されて

いる場合（１）②の補正係数により労務費を補正して増額変更を行う。 

なお、契約変更においては、契約書第 24 条の規定に基づき行うものとする。 

 

 

８ 対象工事である旨の明示の方法 

週休２日工事の対象である旨は、それぞれ次に掲げる書面への記載により明示する。 

① 一般競争入札の場合：入札公告及び現場説明書 

② 指名競争入札の場合：指名通知書及び現場説明書 

③ 随意契約：現場説明書 

 

９ その他 

(１)工事成績評定 

完全週休２日、月単位の週休２日または通期の週休２日が達成出来なかった場合であっても、直接的

な工事成績の減点（ペナルティ）は行わないものとする。 

(２)元請下請の取引の適正化 

 週休２日工事の実施に当たっても、工期や契約金額等について下請業者へ不利に働くことのないよ

う、関係企業に対して、対象工事の情報を提供するなど連携を密に行うものとする。 
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附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和８年５月 29 日から施行する。 
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表─１ 建築工事の補正率 

工種 摘要 

月単位の週休２日工事及び 
完全週休２日工事 

新営補正率 改修補正率 

仮設工事 物価資料 1.01 1.01 

土工事  1.01 1.01 

地業工事 物価資料 1.01 1.01 

鉄筋工事  1.01 1.01 

コンクリート工事  1.01 1.01 

型枠工事  1.01 1.01 

鉄骨工事 物価資料 1.02 1.02 

既製コンクリート工事 物価資料 1.01 1.01 

防水工事 市場単価 1.01 1.08 

防水工事(ｼｰﾘﾝｸﾞ) 市場単価 1.01 1.14 

防水工事 物価資料 1.01 1.01 

石工事 物価資料 1.01 1.01 

タイル工事 物価資料 1.01 1.01 

木工事 物価資料 1.01 1.01 

屋根及びとい 物価資料 1.01 1.01 

金属工事 市場単価 1.01 1.09 

金属工事 物価資料 1.01 1.01 

左官工事(仕上塗材) 市場単価 1.01 1.01 

左官工事(仕上塗材以外) 市場単価 1.01 1.16 

左官工事 物価資料 1.01 1.01 

建具(ｶﾞﾗｽ) 市場単価 1.01 1.10 

建具(ｼｰﾘﾝｸﾞ) 市場単価 1.02 1.16 

建具 物価資料 1.01 1.01 

塗装工事 市場単価 1.01 1.15 

塗装工事 物価資料 1.01 1.01 

内外装工事 市場単価 1.01 1.13 

内外装工事(ﾋﾞﾆﾙ系床材) 市場単価 1.01 1.08 

内外装工事 物価資料 1.01 1.01 

内外装工事(ﾋﾞﾆﾙ系床材) 物価資料 1.01 1.01 

ユニットその他 物価資料 1.01 1.01 

排水工事 物価資料 1.01 1.01 

舗装工事 物価資料 1.01 1.01 

植栽及び屋上緑化 物価資料 1.01 1.01 

※ 「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。なお、記載が無い
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項目は市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。 

 

表─２ 電気設備工事の補正率 

工種 摘要 

月単位の週休２日工事及び 
完全週休２日工事 

新営補正率 改修補正率 

配管工事 

電線管、2 種金属線ぴ及び

同ﾎﾞｯｸｽ 
1.01 1.19 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1.01 1.15 

位置ﾎﾞｯｸｽ及び 

位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 
1.01 1.18 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 1.01 1.13 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 1.00 1.00 

防火区画貫通処理 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（壁・床） 
1.01 1.14 

防火区画貫通処理 

金属管・丸型用 
1.01 1.05 

（電動機その他接続材工

事）金属製可とう電線管 
1.01 1.15 

配線工事 
600V 絶縁電線及び 

600V 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 
1.01 1.17 

接地極工事 
銅板式、銅覆鋼棒 

接地極埋設票（金属製） 
1.01 1.01 

 

 

表─３ 機械設備工事の補正率 

工種 摘要 

月単位の週休２日工事及び 
完全週休２日工事 

新営補正率 改修補正率 

保温工事 
配管用、ﾀﾞｸﾄ用及び消音内

貼 
1.01 1.15 

ダクト設備 
低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ及び低

圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 
1.01 1.15 

ダクト 

附属品 

既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、ﾀﾞﾝ

ﾊﾟｰ等の取付手間のみ 
1.02 1.22 

衛生器具（ﾕ

ﾆｯﾄを除く） 
取付手間のみ 1.02 1.22 
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週休２日工事 事務手続きフロー 

 

週休２日工事の発注 
（条件明示） 

実施工程表作成※ 
（当初及び変更時） 

工事着手 
宣言看板の設置 

報告書の作成※ 
（履行報告書に添付）様式 1 

報告書の作成※ 
（対象期間全体）様式 1 

報告書の確認 

変更契約不要 
労務費補正 
による減額 
（設計変更） 

変更契約 

報告書の確認 
（実施状況の把握） 

実施工程表の確認 
（週休２日確保の確認） 

契約 

提出 

毎月提出 

提出 

月単位の週休２日が 
確保されていない 

契約時より 
変更なし 

※発注者から求められた場合は、その

都度提出 

※最終の変更協議までに提出 

 

 

発注者 

受注者 

指示・フォロー 

工事完成 

Ⅱ型からⅠ型 
へ変更 

現場管理費補正 
による増額 
（設計変更） 

受注者協議 Ⅰ型Ⅱ型週休２日 

現場管理費補正 

による減額 

（設計変更） 

Ⅰ型からⅡ型 
へ変更 

契約時に指定された週休２日が達成されているか 

完全週休２日の場合 
労務費、現場管理費補正 

による増額 
月週休２日の場合 

労務費補正による増額 
（設計変更） 

受注者希望により 
完全週休２日 

月単位週休２日 
へ変更 
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別紙１ 
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別紙２ 

 


